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〒６６３－８１１３
兵庫県西宮市甲子園口５丁目８番１９号 
　　　　　　　　　　　事業所番号　２８７０９０４３７８
電話　　　　０７９８－２０－２８４１
ＦＡＸ　　　０７９８－２０－２８４３
	訪問介護サービス重要事項説明書


当事業所はご利用者に対して訪問介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明いたします。

１．サービスを提供する事業者について

	名 称
	関西福祉事業株式会社
	設立年月日
	平成22年4月14日

	代表者氏名
	代表取締役 原田 良憲（はらだ よしのり）
	法人種別
	営利法人

	所在地
	兵庫県尼崎市富松町２丁目３５番８－２０３号

	連絡先
	電話　０６－６４２８－４８３４


２．事業所の概要
	名称
	介護センター　つむぎ
	開設年月日
	平成22年7月1日

	管理者氏名
	新免　智子（しんめん　ともこ）

	所在地
	兵庫県西宮市甲子園口5丁目８番19号

	事業所番号
	２８７０９０４３７８

	通常事業地域
	尼崎市　
西宮市
鳴尾浜1丁目～3丁目・高須町1丁目～2丁目・上田東町・上田中町・
上田西町・笠屋町・枝川町・東鳴尾町1丁目～2丁目・鳴尾町1丁目
～5丁目・甲子園一番町～九番町・小松町1丁目～2丁目・小松東町
1丁目～3丁目・小松西町1丁目～2丁目・小松南町1丁目～3丁目

小松北町1丁目～2丁目・小曽根町1丁目～4丁目・里中町1丁目～
3丁目・学文殿町1丁目～2丁目・上鳴尾町・若草町1丁目～2丁目

上甲子園1丁目～3丁目・戸崎町・甲子園口1丁目～5丁目・甲子園
口北町・二見町・天道町・松並町・熊野町・瓦林町・大屋町・松山町・
日野町・大森町・上之町・荒木町・堤町・門前町・樋ノ口町1丁目～
2丁目・若山町・大島町・上大市3丁目～5丁目・一里山町・段上町
1丁目～8丁目・仁川町1丁目～2丁目

	連絡先
	電話 　０７９８－２０－２８４１　ＦＡＸ　０７９８－２０－２８４３

	営業日

及び

受付時間
	営 業 日　月曜日から金曜日

（祝日、及び12月30日～1月3日を除く）

営業時間　午前９時００分から午後６時００分まで　　　　　　

	サービス

提供日及び

時間
	サービス提供日　月曜日から日曜日（年中無休）
提供時間　午前０時００分から翌日の午前０時００分まで
（24時間）

	事業の目的

及び

運営方針
	介護保険法等並びに契約に従い、ご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。

訪問介護サービスの提供に当たっては、居宅介護支援事業所その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。


３． 事業所の職員体制

	管理者　
	新免　智子（しんめん　ともこ）

	サービス提供責任者
	新免　智子・景山　美香

	
	

	職種
	資格
	常勤
	非常勤
	計

	訪問

介護員
	介護福祉士
	3
	3
	6

	
	ホームヘルパー養成修了者（１・２級）
	
	5
	5


①　管理者は従業者及び業務の管理を一元的に行い、従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令をします。

②　サービス提供責任者は、介護福祉士、介護職員実務者研修課程修了者、旧介護職員基礎研修課程修了者、旧訪問介護員養成研修１級課程修了者、看護師又は准看護師のいずれかの資格を持っている者です。

③　サービス提供責任者は、

　　ア．訪問介護計画の作成並びにご利用者への説明を行い、同意を得て、ご利用者へ訪問介護計画を交付、訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行います。

　　イ．訪問介護のご利用の申込みに係る調整を行い、ご利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。

ウ．訪問介護員等に対する技術指導等、サービス内容の管理を行うとともに訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。

　　エ．サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。

オ．訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、ご利用者の状況についての情報を伝達します。

カ．訪問介護員等の業務の実施状況を把握し、訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。

キ．その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。

④　訪問介護員は、介護福祉士、介護職員実務者研修課程修了者、介護職員初任者研修課程修了者、旧介護職員基礎研修課程修了者、旧訪問介護員養成研修１級・２級課程修了者、看護師又は准看護師のいずれかの資格を持っている者です。

⑤　訪問介護員は、
ア．訪問介護計画に基づき、指定訪問介護のサービスを提供します。

イ．サービスの提供後、ご利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行い、サービス提供責任者から、ご利用者の状況についての情報伝達を受けます。

ウ．サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けます。
⑥　訪問介護員は、常に身分証明書を携帯していますので、必要な場合はいつでも提示を求めることができます。
４．こんなサービス（ホームヘルプサービス）が利用できます。

介護センター　つむぎの訪問介護（ホームヘルプサービス）は、サービスの内容により、「身体介護」「生活援助」の２つに分けられます。
まず、「身体介護」「生活援助」とは、それぞれ次のようなサービスです。
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ホームヘルパーが

身体介護　　 ① ご利用者の身体に直接接触して行う介助

② 介助に必要な準備及び後かたづけ

③ ご利用者が日常生活を営むのに必要な機能の向上等の
ための介助や専門的な援助です。
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起床介助　　　　　　　　　就寝介助              排泄介助
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更衣介助　　　　　身体の清拭・洗髪　　　　　　体位変換
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入浴介助             食事介助　　　　　　移乗・移動介助
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通院・外出介助など    　自立生活支援のための見守り的援助
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掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、

生活援助　　ご利用者が単身のため、または家族が障害・疾病などの
ため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に
行われるものをいいます。
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掃除・ごみ出し　　　　　　　　　薬の受け取り
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　　　　　　　　洗　濯                 料　理　　　　　　買い物など

５．次のサービスは（原則として）介護保険では提供できません。

①　ご利用者本人以外の洗濯・調理・買い物・布団干し
②　主としてご利用者が使用する居室等以外の掃除
③　来客の応接（お茶、食事の手配など）
④　話し相手のみ・留守番
⑤　自家用車の洗車・清掃

⑥　草むしり、花木の水やり

⑦　ペットの世話（犬の散歩など）
⑧　家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
⑨　大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ

⑩　室内外家屋の修理、ペンキ塗り
⑪　園芸（植木の剪定など）　
⑫　特別な手間をかけて行う料理（おせち料理など）
６．サービスの提供に当たって

①　サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者のご住所などにご変更があった場合は速やかに事業所にお知らせください。

②　ご利用者が要介護認定を受けていない場合は、ご利用者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援がご利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くともご利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

③　ご利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケアプラン）」に基づき、ご利用者及びご家族の意向を踏まえて、｢訪問介護計画｣を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、ご利用者又はご家族にその内容を説明いたしますので、ご確認ください。

④　サービス提供は「訪問介護計画｣に基づいて行ないます。なお、「訪問介護計画」は、ご利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

⑤　訪問介護員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、ご利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

７．サービスの提供の記録

①　訪問介護員がサービスにお伺いしたときに毎回、サービスの提供日、内容及びご利用料等を、サービス提供の終了後、ご利用者の確認を受けることとします。またご利用者の確認後は、控えをご利用者にお渡しします。

②　サービスを提供後、毎回、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供完結の日から５年間保存します。

③　ご利用者は、事業者に対し、保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
８．サービス料金およびお支払方法

	区分
	提供時間
	公定価格
	ご利用者様ご負担料金

	
	
	
	1割負担
	2割負担
	3割負担

	身体

介護型

（昼間）
	２０分未満
	1,801円

円

 
	180円 
	360円 
	540円 

	
	２０分以上３０分未満
	2,696円


	269円
	539円
	808円

	
	３０分以上１時間未満
	4,276円 
	427円 
	855円 
	1,282円 

	
	１時間以上１時間３０分未満
	6,265円 
	626円 
	1,253円 
	1,879円 

	
	１時間３０分以上３０分ごとに加算
	906円 
	90円 
	181円 
	271円 

	生活

援助型

（昼間）
	２０分以上４５分未満
	1,977円 
	197円 
	395円 
	593円 

	
	４５分以上
	2,431円 
	243円 
	486円 
	729円 


	
	加算
	ご利用料
	ご利用者様ご負担料金

	
	
	
	1割負担
	2割負担
	3割負担

	要支援度

による
区分なし
	緊急時訪問
介護加算
	１回の要請に対して

１回1,105円
	110円
	220円
	330円

	
	初回加算
	初回のみ2,210円
	221円
	442円
	663円

	
	生活機能

向上連携

加算Ⅰ
	訪問・通所リハビリテーション事業所等と連携し、ご利用者の状況について把握した上でサービス提供責任者に助言、訪問介護計画を作成、定期的にリハビリテーション事業所等に報告した場合 1月につき1,105円
	110円
	220円
	330円

	
	生活機能

向上連携

加算Ⅱ
	訪問・通所リハビリテーション事業所等と連携し、ご利用者を訪問し、状況を把握した上でサービス提供責任者に助言、訪問介護計画を作成、定期的にリハビリテーション事業所等に報告した場合
1月につき　2,210円
	221円
	442円
	663円

	
	認知症専門ケア加算Ⅰ
	認知症の日常生活自立度III以上のご利用者が全体の50％以上の事業所で認知症介護実践リーダー研修の修了者を配置し、
認知症ケアの留意事項の伝達、技術的指導に関する会議を定期的に開催した場合

1日につき　33円
	3円
	6円
	9円

	
	認知症専門ケア加算Ⅰ
	加算Iに加え、認知症介護指導者養成研修の修了者を1人以上配置し、認知症ケアの指導などを実施、認知症ケアに関する研修計画を介護、看護職員ごとに作って実施した場合

1日につき　44円
	4円
	8円
	12円


①　介護保険を利用する場合は、原則、基本のご利用料（介護報酬の告示上の額）から、各ご利用者の負担割合に応じた額をご負担いいただきます。また、介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）　として、毎月算定した総単位の18.2％分の一割負担金をいただきます。

②　ご利用者やそのご家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護（身体介護）を行った場合に緊急時訪問介護加算をいただきます。

③　新規に訪問介護計画を作成したご利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同じ月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合に初回加算をいただきます。
④　介護給付費の計算は１ヶ月単位で行いますので、端数処理の関係で上記の金額とは円単位の誤差が生じることがございます。ご了承下さい。

⑤　通常の時間帯以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
	提供時間帯
	早　朝
	夜　間
	深　夜

	時間帯
	午前６時から

午前８時まで
	午後６時から

午後１０時まで
	午後１０時から
午前６時まで

	加算割合
	２５％
	２５％
	５０％


⑥　２人の訪問介護員が共同でサービスを行う場合はご利用者の同意の上で通常の利用料金の２倍の料金を頂戴いたします。

※２人の訪問介護員が共同でサービスを行う例

ア．体重の重い方に対する入浴介助等の重介護等の重介護サービスを行う場合
イ．暴力行為等が見られる方のサービスを行う場合

ウ．その他ご利用者の状況等から、適当と認められる場合

⑦　１ヶ月ごとのご利用者負担の合計額が一定の上限を超えるときには、申請により「高額介護（予防）サービス費」として、その超えた額が支払われます。（総合事業の訪問・通所サービス等のご利用者負担も合計額に含みます。）
同じ世帯に複数のご利用者様がいる場合には、世帯の合算額となります。
	区分
	対　象　者
	上限額（月額）

	
	
	個人
	世帯

	第1段階
	・生活保護受給者の方
	15,000円
	－

	
	・利用者負担を15,000円に減額することで、
　生活保護の受給者とならない方
	
	－

	
	・市町村民税世帯非課税者であって，老齢福祉年金受給者の方
	
	24,600円

	第2段階
	・市町村民税世帯非課税者であって，公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
	
	

	第3段階
	・市町村民税世帯非課税者であって，第1・2段階以外の方
	－
	

	第4段階
	・世帯に市民税課税の方がおり、世帯の中で最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が 380万円未満（年収が約770万円未満）の方
	－
	44,400円

	第5段階
	・世帯の中で、最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が380万円以上690万円未満（年収が約770万円〜約1,160万円未満）の方
	－
	93,000円

	
	・世帯の中で、最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が690万円以上（年収が約1,160万円以上）の方
	－
	140,100円


⑧　交通費は無料です。
⑨　お支払方法

　請求書をご利用月の翌月　　　日までにご利用者にお届けしますので、
　　　  日までに下記のいずれかの方法でお支払いください。
　　ア．当事業所にて現金でのお支払い

　　イ．当事業所職員への現金でのお支払い
　　ウ．下記の指定口座へのお振り込み

尼崎信用金庫　　　　塚口支店（店番号：010）
普通口座　　口座番号：４０３９３４２
口座名義：関西福祉事業株式会社

（カンサイフクシジギョウカブシキガイシャ）
　　エ.　利用者指定口座からの自動振替（引落し日２６日）　　　　　　　　　　　　　
　　
⑩　介護保険からの給付額に変更のあった場合、変更された額にあわせてご利用者の負担額を変更いたします。
⑪　サービス利用を中止する場合、キャンセル料は不要です。
⑫　介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご利用者のご負担となります。
⑬　保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市区町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。

⑭　別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、ご利用者の全額自己負担によるサービスを提供もさせていただいております。その場合は、居宅サービス計画を考えて決める段階でご利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。

９．要介護認定前・ケアプラン作成前にサービスを利用した場合は以下のようになります。

①　ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただき、要支援または要介護の認定を受けたあと、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（「償還払い」といいます）。ただし、「暫定ケアプラン（暫定居宅サービス計画）が作成されている場合は、現物給付となります。

②　要介護認定前にサービスを提供した場合には要介護認定後にサービス内容を見直します。

③　認定が「自立」の場合には、全額自己負担となります。

④　要支援または要介護の認定を受けていても、「ケアプラン（居宅サービス計画）」が作成されていない場合は償還払いとなり、一旦全額料金をお支払いいただきます。

⑤　償還払いの場合は、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した証明書を交付します。

⑥　認定結果によって、利用限度額を超えた場合は、その越えた分をご負担していただくことになります。
１０．ご利用料以外のご負担のお願い
①　水道代・ガス代、ご利用者の自宅で電話を利用した場合の電話代等はご利用者のご負担となります。
②　家事または介護サービスを提供するために必要不可欠な品物についてはご利用者に準備していただきます。　
１１．訪問介護サービス内容の見積もりについて

①　このサービス内容の見積もりは、ご利用者の居宅サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。

ア．サービス提供責任者（訪問介護計画を作成する者）

氏　名　新免　智子・景山　美香 　（連絡先：0798-20-2841）
イ．提供させていただく予定の指定訪問介護の内容とご利用料、ご利用者負担額（介護保険を適用する場合）
	曜日
	訪問時間帯
	サービス

区分・種類
	サービス内容
	介護保険

適用の有無
	ご利用料
	ご利用者

負担額

	月
	
	
	
	
	
	

	火
	
	
	
	
	
	

	水
	
	
	
	
	
	

	木
	
	
	
	
	
	

	金
	
	
	
	
	
	

	土
	
	
	
	
	
	

	日
	
	
	
	
	
	

	１週あたりのご利用料、ご利用者負担額（見積）合計額
	
	


ウ．その他の費用

	１．交通費の有無
	有・無

サービス提供1回当たり　　     円

	２．キャンセル料
	ございません。

	３．サービス提供に当たり必要となるご利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用
	重要事項説明書１０－①・１０－②に
記載のとおりです。


エ．１か月当たりのお支払い額（ご利用料、ご利用者負担額（介護保険を適用する場合）とその他の費用の合計）の目安

	お支払い額の目安
	　　　　　     円


②　ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。実際のお支払いは、サービス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。

③　この見積もりの有効期限は、説明の日から1ヵ月以内とします。

１２．虐待の防止について
事業者は、ご利用者等の人権の擁護・虐待の防止のために、以下の措置を講じます。

①　虐待防止に関する責任者及び担当者を選定しています。

虐待防止に関する責任者及び担当者　
管理者兼サービス提供責任者　新免　智子
②　成年後見制度の利用を支援します。

③　苦情解決体制を整備しています。
④　虐待の防止のための指針を作成します。

⑤　従業者が業務にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者がご利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
⑥　従業者が業務にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者がご利用者様等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
⑦　虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底いたします。
⑧　事業所は、サービス提供中に事業所従業者又は養護者（ご利用者様の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われるご利用者様を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。
１３．身体拘束について

事業者は、原則としてご利用者様に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、ご利用者様本人または他の人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、ご利用者様に対して説明して同意を得た上で、次に掲げることに留意し、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

① 緊急性・・・直ちに身体拘束を行わなければ、ご利用者様本人または他の人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。

② 非代替性・・身体拘束以外に、ご利用者様本人または他の人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。

③ 一時性・・・ご利用者様本人または他の人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
１４．事故発生時の対応方法、損害賠償について
ご利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、ご利用者の家族、ご利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、指定訪問介護の提供によりご利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。
（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　介護保険・社会福祉事業者総合保険に加入済）
ただし、その損害の発生についてご利用者に故意、または過失が認められる場合には、損害賠償責任は免責となる場合があります。


１５．サービス提供に関する相談、苦情について

①　事業所の苦情および相談窓口

　　苦情受付担当者　新免　智子 （しんめん　ともこ）
　　連  　絡　  先（電　話）０７９８－２０－２８４１
　　　　　　　　　（ＦＡＸ）０７９８－２０－２８４３
受 付 時 間（月～金）午前９時００分 ～ 午後６時００分

※ 祝日・１２月３０日～１月３日を除く
ア．担当者が不在の場合、誰もが対応できるようにするとともに、必ず担当者に引き継ぐ体制を整えています。

イ．相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応シート」を作成し、担当者が不在の場合でも対応できるようにするとともに、同様の苦情相談がないように対策を徹底しています。また、ご利用者の要望にも答えられるよう、配慮しています。
②　相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。

ア．苦情又は相談があった場合は、ご利用者の状況を詳細に把握するために必要に応じて訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行います。
イ．特に事業者に関する苦情である場合には、ご利用者の立場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に行います。
ウ．苦情受付担当者は、把握した状況について検討を行い、時下の対応を決定します。
エ．苦情受付担当者が必要があると判断した場合には、事業所内で検討会議を行います。

オ．対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、ご利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行います。
③　介護保険サービスの苦情について
ア．尼崎市役所 福祉部 法人指導課（本庁北館３階）

　　　　〒６６０－８５０１
兵庫県尼崎市東七松町１丁目２３番１号

連絡先　　電　話：０６－６４８９－６４８７
　　　　　ＦＡＸ：０６－６４８２－３５１２

業務時間（平日）　午前９時００分 ～ 午後５時３０分

(土曜・日曜・祝日、１２月２９日～１月３日は休み)

　　イ．西宮市役所 健康福祉局 法人指導課

　　　〒６６２－８５６７

　　　兵庫県西宮市六湛寺町１０番３号（市役所本庁舎３階）

連絡先　　電　話：０７９８－３５－３０８２
ＦＡＸ：０７９８－３４－５４６５

業務時間（平日）　午前９時００分 ～ 午後５時３０分

（土曜・日曜・祝日、１２月２９日～１月３日は休み）

ウ．兵庫県阪神南介護保険相談センター
〒６５９－００６５

兵庫県芦屋市公光町１番２３号（芦屋健康福祉事務所）

連絡先　　電　話：０７９７－２６－８１５１
ＦＡＸ：０７９７－３８－１３４０

業務時間（平日）　午前９時００分 ～ 午後５時３０分

(土曜・日曜・祝日、１２月２９日～１月３日は休み)  
エ．兵庫県社会福祉協議会・兵庫県福祉サービス運営適正化委員会

〒６５１－００６２

兵庫県神戸市中央区坂口通２丁目１番１号

（兵庫県福祉センター内）

連絡先　電　話：０７８－２４２－６８６８

　　　ＦＡＸ：０７８－２７１－１７０９

業務時間（平日）　午前１０時 ～ 午後４時

(土曜・日曜・祝日、１２月２９日～１月３日は休み)

※お出かけの場合は、なるべく事前にご連絡下さい。

オ．兵庫県国民健康保険団体連合会　介護サービス苦情相談窓口

〒６５０－００２１

兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目９番１－１８０１号

（センタープラザ内１６Ｆ）

連絡先　　電　話：０７８－３３２－５６１７
　　　　ＦＡＸ：０７８－３３２－５６５０

業務時間（平日）　午前８時４５分 ～ 午後５時１５分
(土曜・日曜・祝日、１２月２９日～１月３日は休み)

１６．第三者評価の実施状況

	直近実施日
	年　　　　月　　　　日

	評価機関
	

	評価結果の開示状況
	


１７．緊急時の対応方法
　ご利用者の病状の急変やその他必要な場合には、下記に記載の主治医（かかりつけ医）ならびにご家族等に直ちに連絡し、必要な措置を講じます。
	
	主治医
	ご家族（　　　）
	その他（　　　）

	氏名
	
	
	

	住所
	
	
	

	連絡先
	電話
	電話
	電話


１８．日常的金銭管理・財産管理への対応
　事業所は、ご利用者にサービスを提供する際に付随した日常的金銭管理や財産管理については、生活援助として行う買い物等に伴う少額の金銭の管理以外は、取り扱いしません。　
１９．衛生管理等

①　訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

②　指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
③　感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
④　感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
⑤　感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
２０．業務継続計画の策定等

①　感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
②　感染症及び災害に係る研修を定期的（年1回以上）に行います。
③　感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。
２１．天災等不可抗力

契約の有効期間中、地震・噴火等の天災、その他事業所の責めに帰すからざる事由により、本サービスの実施ができなくなった場合には、以後、事業者はご利用者様に対して本サービスを提供すべき義務を負いません。

また、大雪・大雨・強風等悪天候の場合は、訪問時間の遅延もしくは中止となる場合があります。
２２．秘密の保持と個人情報の保護について
①　事業者は、ご利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

②　事業者は正当な理由がない限り、ご利用者に対するサービスの提供に当たって知り得たご利用者またはご利用者のご家族の秘密についてご利用者やご家族、第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な理由がない限り第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

③　事業者は、従業者に、業務上知り得たご利用者又はそのご家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

④　事業者は、ご利用者又はそのご家族から、あらかじめ「訪問介護サービス契約における個人情報使用同意書」で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、ご利用者又はそのご家族の個人情報を用いません。
⑤　事業者は、ご利用者及びそのご家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

⑥　事業者が管理する情報については、ご利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、ご利用の目的達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合はご利用者の負担となります。)
２３．重要事項説明書の記載内容変更について

重要事項説明書の記載内容に変更が生じた場合は、ご利用者様に対し新たに重要事項説明書を交付し、口頭で説明します。内容に同意いただけた場合、当該書面２通を作成し、ご利用者様と事業者、双方記名押印または署名押印の上、各自１通を所持します。
西宮市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の規定に基づき、訪問介護サービスのご提供開始にあたり、ご利用者に対し、本書面にて重要事項の説明を行いました。　

　　　　　　  （説明年月日）　　令和 　　 年　　　月　　　日

（説明者氏名）　　                            ㊞     
事業者住所　兵庫県尼崎市富松町２丁目３５番８－２０３号 
事業者名称　関西福祉事業株式会社
　　　　　　代表取締役　原田 良憲　　　代表印　　　　　

　　　　　　　　　

事業所住所　兵庫県西宮市甲子園口5丁目８番１９号　   
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
事業所名　　介護センター　つむぎ    　　　  
　私は事業者から、本書面に基づいて訪問介護サービスの提供に関する重要事項の説明を受けました。

ご利用者

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　                                        ㊞　　
代理人

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　                                        ㊞　　



関西福祉事業株式会社


介護センター　つむぎ


指定訪問介護サービス


重要事項説明書
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